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今後の汚水処理のあり方に
関する検討会 第１回資料
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都市部と農村部で

約３０ポイントの格差

生活排水の流入による農業用水の汚濁

依然として農村地域の生活排水対策は大きく立ち後れ

地域の農業用水路と密接に関連

地域の用水管理と一体となった農業集落排水の管理

汚泥引き抜き時の立ち会い

処
理
場

用水路の維持管理

　農業用水路等 72%

　河川等 7%

　農業集落排水施設等 21%

農村地域の生活雑排水の排出状況

（H10・11国土庁調査）

農業集落排水事業について

○農村地域では、農業用水路が生活排水の受入先となっており、食の安全・安心の確保、農業生産の安定のため

には、農業基盤と一体的な汚水処理施設の整備が不可欠。

○農業振興地域において水質汚濁による農業被害の解消等を図るため、農業集落排水施設の整備を実施。
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集落排水担当部局

浄化槽担当部局下水道担当部局

○ 汚水処理施設の整備に当たっては、関係部局間で連絡会議を設置し十分な調整を図り、各種汚水処理施設の特性、

経済性等を総合的に勘案し、地域の実情に応じた効率的かつ適正な整備手法の選定を行い、「都道府県構想（汚水

処理整備構想図）」を策定し、連携を図りつつ効率的に実施。

○ 農業集落排水事業は、農業振興地域のうち、集落等を単位とした集合処理が効率的な地域を対象に実施。

事業の効率的な実施

都道府県
連絡協議会

○都道府県内部での連携

○都道府県構想の例

農業集落排水事業による整備範囲

○農業集落排水事業のイメージ

２

集落周辺の散居部家屋は
浄化槽により対応



○農業集落の形態に適した小規模分散型の汚水処理
システム

○処理水の再利用や発生汚泥の農地還元を通じた水
資源・有機資源のリサイクルを推進

小規模分散方式

農業集落排水事業の特徴

処理水を農業用水として再利用している地区数の割合

・処理水の再利用

未利用
２２%

再利用
７８%

（H20年度末、農村振興局調べ）

総処理水
約３．５億m3

うち再利用は
約２．７億m3 （推計）

（H20年度末、農村振興局調べ）

汚泥のリサイクル
６２．８％（７１万ｍ３）

・汚泥リサイクル

処 汚水処理施設
汚水管路

コ コンポスト化施設

Ｃ集落

Ｄ集落
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河川

水田
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路

処
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処

汚泥の農地還元

Ａ集落

処

処理水の再利用（循環利用）

農地還元
45.2%

その他
37.2%

9.5% 8.2%
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○兵庫県神戸市神出町では、農業用水をため池に依存しており、８地区の農業集落排水施設のうち５地区
の施設において処理水をポンプによりため池に送水し、農業用水として再利用している。

○生活雑排水が適正に処理されることにより、ため池の水質が改善されるとともに、地域住民のため池へ
の関心を高めるため「いきいきため池大作戦」を実施している。

処理水を農業用水としてリサイクル

田井、新々田、神出西、神出東、神出南、北古、吉生、広谷の
８地区を昭和６２年度～順次整備。現在全ての施設を供用中

処理水を農業用水に再利用。生活雑排水
の適正な処理によりため池の水質を浄化

神戸市神出町

地域住民の関心を高め、農村地域の振興を図るため
「いきいきため池大作戦」を実施

ため池教室 ため池ウォーキング ４



○中津川市には上記地区の他に、
川上地区（コンポ菜花良）、田瀬
地区（田瀬コンポ）で汚泥肥料を
製造。

農業集落排水汚泥のコンポスト化による農地還元（岐阜県中津川市）

事業の概要 事業の効果

■岐阜県中山間農業研究所で試
験栽培を行い、野菜、花き、水
稲におけるコンポストの使用方
法をまとめた汚泥コンポスト利
用ハンドブックを作成し配布。

■地元の小学生を対象とした環境教育を実施。処理場
の見学と汚泥肥料を使った花の鉢植えを体験。実際
に汚泥肥料に触れることで匂いや品質を体感。

■「夢コンポ」は、化学肥料と比べて遜色なく、遅効性で
あるため元肥として土づくりに適している。（中山間農
業研究所）

■ネギやイチゴ、トマトの出来が非常に良く、市場で好評。
土が軟らかくなり良い土が作れる。（農家）

事 業 名：農業集落排水事業
地 区 名：坂本北部地区
計画処理人口：２，７９０人
事業工期：Ｈ６～Ｈ１４
主要工事：資源循環施設、処理場、

管路一式
事 業 費：２，６２４百万円
肥 料 名：夢コンポ

トマト収量比較（試験栽培結果）
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農業集落排水汚泥をコンポスト化して農地還元し、循環利用100％達成

■化成肥料と同等の生育・収量が
得られた。

トマト収量比較（試験栽培結果）

集落排水汚泥の循環利用に関する取り組み

坂本北部クリーンセンター（夢ひろば２１）
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農業集落排水の供用地区数と整備人口の推移

○平成20年度末の供用地区数は5,000地区、農業集落排水施設の整備人口は356万人。
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） 人口密度

個別処理

集合処理

均衡点

コスト比較では建設費と維持管理費のﾄｰﾀﾙで考え
ることが必要

人口が密集した区域
は集合処理が経済的

人気のまばらな区域
は個別処理が経済的

（地域の特性により変動）

※下水道、農業集落排水⇒「集合処理」

浄化槽⇒「個別処理」

中心部は下水道で整備

農村

用水路

農村部の集落は農業
集落排水事業で整備

人家のまばらな周辺部は
浄化槽で整備

コスト比較の概念図

地域特性に応じた汚水処理施設整備の推進

○平成12年10月に経済比較を行う際の基礎数値を、三省（農林水産省、国土交通省、環境省）で統

一し、地方公共団体に連名で通知。（平成20年９月、基礎数値を見直し）
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汚水処理人口普及状況
○大都市と中小市町村で大きな格差があり、特に人口５万人未満の市町村の汚水処理人口普及率
は６９．３％にとどまっている。

１００万人以上 ５０～１００万人 ３０～５０万人 １０～３０万人 ５～１０万人 ５万人未満

１００

９０

８０

７０

６０

５
０

４０

３０

２０

１０

汚：９９．３％ 汚：８９．５％ 汚：８８．２％ 汚：８３．５％ 汚：７７．７％ 汚：６９．３％

下：９８．６％
下：８２．９％

浄：５．９％

農：０．６％

下：７９．６％

浄：７．５％

農：１．０％

下：７１．０％

浄：９．６％

農：２．５％

農：４．５％

浄：１３．５％

下：５８．９％

下：４３．８％

浄：１６．９％

農：７．５％

コ：０．５％

浄：０．６％ 汚水処理人口普及率
全国平均 ： ８４．８％

汚
水
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理
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口
普
及
率
（％
）

人口規模

汚：汚水処理施設全体 下：下水道 浄：浄化槽 農：農業集落排水

コ：コミュニティプラント そ：その他（漁排、林排等）

農：０．１％

そ：０．２％ そ：０．５％
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農業集落排水施設におけるコスト縮減に向けた取組

農村地域に適した低コスト化技術の開発

工場製品を活用した低コスト施工方法

農業集落排水処理施設の工事費のうち、約４割を占
めるコンクリート構造物部分について、従来の現場打
ち工法に換えて、工場製品を用いたプレハブ化工法を
開発し、施工の簡略化、工期短縮等によるコスト縮減
を実現。

 

○ コ ス ト 削減 １５％程度
○ 工 期 短 縮 ５０％程度

今後の整備の重点が中山間地域等の小規模な集落へ
移行することが予想されることから、高度な浄化機能を
確保しつつ管理も容易で低コストなFRP製の処理施設を
民間企業と共同開発。

低コストなＦＲＰ製の小規模処理施設

コ ス ト 削減 ３０％ ( １００人規模の場合)
開発目標H21年度から実用化

施工状況

完成

処理能力：51人～700人程度

処理性能 ： BOD：20mg/L以下 SS：50mg/L以下
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［事業実施主体等］

○交 付 先 ：都道府県、市町村

○実施主体：都道府県、市町村、土地改良区、森林組合、森林整備法人、漁協等

○補 助 率 ：既存事業の補助率等

○農・林・水にまたがる広範かつ多様なメニューを包括しており、地方は自らの計画に基づく総合的な整備が実施可能

○事業効果を高めるため、地方の創意工夫による効果促進事業が実施可能（全体事業費の一定割合以内）

制度の概要

（１）都道府県又は市町村は、農山漁村地域整備の目標等を記載した農山漁村地域整備計画を策定し、これに基づき事業を実施

（２）以下の事業を総合的に実施することが可能

①農業農村基盤整備事業

農業用用排水施設整備、ほ場整備、農地防災、農業集落排水施設整備、集落基盤整備、中山間総合整備、畜産環境総合整備

②森林基盤整備事業

路網整備、県有林の間伐等の森林整備、予防治山、水土保全治山、山地災害総合減災対策治山、共生保安林整備統合、保安林管理道整備

③水産基盤整備事業

漁港施設整備、漁場造成、水域環境保全、漁港漁村環境整備、漁場保全の森づくり

④海岸保全施設整備事業

海岸保全施設整備、海岸環境整備、津波・高潮危機管理対策

⑤効果促進事業

農山漁村地域整備計画の目標を達成するため、上記事業①～④と一体となって事業効果を高めるために必要な事業（全体事業費の20%以内）

（３）国から都道府県に交付金を交付し、都道府県は自らの裁量により地区毎に配分。また、都道府県の裁量で地区間の融通、

施設間の融通が可能

○地方の裁量による予算の弾力的かつ機動的な運用が可能

農山漁村地域整備交付金（H22年度予算：1,500億円）の概要 【参考】
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